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この「外国人技能実習適正実施マニュアル」は、主に団体監理型技能実習を対象としています。
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＜本マニュアルの目的＞

　本邦に在留する技能実習生は、外国人技能実習制度を開始した平成5年以降増加を続け、令
和5年10月末時点で約41万人と外国人労働者の約20％を占めている状況です。
　外国人技能実習制度は、平成29年11月に施行された技能実習法により、技能実習計画の認
定及び監理団体の許可の制度を設けるとともに、これらに関する事務を行う認可法人として外
国人技能実習機構が設立され、技能実習生の保護のための規定等も整備されるなど、その適正
化に係る取組が実施されているところです。
　しかしながら、一部の監理団体や実習実施者には、不適切な実習監理、賃金未払、人権侵害
等の不適正な事案が見られ、これまでに主務大臣等において監理団体の許可の取消しや実習実
施者の認定計画の取消し等を実施しており、引き続き制度の適正化に向けた取組が求められて
います。
　本マニュアルは、監理団体及び実習実施者の皆さまが、技能実習法令、労働関係法令、入管
法令等を踏まえた適正な制度運用を図る際に、自主的な制度全般の点検等を円滑に行うことが
できるようにすることを目的として作成しており、具体的な点検手順をお示ししています。
　本マニュアルが、皆さまご自身の手によって技能実習制度のさらなる適正な実施を図るため
の取組の一助になれば幸いです。

＜本マニュアルの使い方＞
　
　本マニュアルには、末尾に監理団体編及び実習実施者編の自主点検シートを用意しています。
　監理団体及び実習実施者の皆さまにおかれては、自主点検シートを用いて、定期的に、現状
の制度の運用状況を詳細に把握いただくとともに、把握した問題点については、本マニュアル
の解説ページを参照し、速やかに改善措置を講じて頂きますようお願い申し上げます。
　また、本マニュアルには、外国人技能実習機構が把握した好事例を紹介しています。監理団
体及び実習実施者の皆さまにとって、技能実習法令等の関係法令遵守からさらに一歩進んだ、
効果的な取組のご参考としていただければ幸いです。

222958_外国人技能実習適性実施マニュアル.indd   4222958_外国人技能実習適性実施マニュアル.indd   4 2022/03/17   19:062022/03/17   19:06



1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

5
年
目

基礎級
（実技試験及び
学科試験の受検
が必須）

3級
（実技試験の
受検が必須）

2級
（実技試験の
受検が必須）

技
能
実
習
1
号

技
能
実
習
2
号

技
能
実
習
3
号

講
習

実
習

実
習

実
習

●入国　在留資格：「技能実習1号イ、ロ」
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●一旦帰国（1か月以上）

●在留資格の変更又は取得

●帰国
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の
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在
留
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の
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講習（座学）

実習

実習実施者（企業単独型のみ）又は監理団体で
原則2か月間実施（雇用関係なし）

在留資格：「技能実習2号イ、ロ」

在留資格：「技能実習3号イ、ロ」

①対象職種：送出国のニーズがあり、公的な技能評価制度が
　　　　　　整備されている職種

①対象職種：技能実習2号移行対象職種と同一（技能実習
　　　　　　3号が整備されていない職種を除く。）

②対象者　：所定の技能検定等（基礎級等）の学科試験及び
　　　　　　実技試験に合格した者

②対象者　：所定の技能検定等（3級等）の
　　　　　　実技試験に合格した者

③監理団体及び実習実施者：一定の明確な条件を充たし、優
　　　　　　　　　　　　　良であることが認められるもの

実習実施者で実施（雇用関係あり）
※団体監理型：監理団体による訪問指導・監査

※第3号技能実習開始前又は開始後1年以内

　技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づ
くり」に協力することを目的として創設された制度です。技能実習生を一定期間（最⻑5年間）に限り
受け入れ、OJTを通じて技能の習得を図ります。技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係
の下、労働関係法令等が適用されます。

▶　技能実習に専念できるように適正に行われなければなりません。
▶　この法律上、この制度が労働力の需給の調整の手段として行われてはならないと明記されています。

 ※令和5年1月末時点

外国人技能実習制度とは1

第 1 章　

第 1 章　 外国人技能実習制度

1
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　平成28年11月28⽇に公布され、平成29年11月1⽇施行された技能実習法は、それまで出入国管理関
係法令によって、在留資格「技能実習」に係る要件等とされていた種々の規定を取りまとめ、さらに制度
の抜本的な見直しを行って、新たに技能実習制度の基本法として制定されたものです。

（1）外国人技能実習機構の設立
　技能実習法に基づき外国人技能実習機構（以下「機構」という。）が設立されました。機構は、技能実
習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体
に対する指導監督（実地検査・報告徴収）や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度
の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行っています。

（2）技能実習計画の認定制
　技能実習を行わせようとする者（実習実施者）は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当で
ある旨の認定を受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、
技能実習法及びその関連法令で規定されています。
　ただし、認定を受けた場合であっても、その後、認定の基準を満たさなくなった場合や、認定計画のと
おりに技能実習が行われていない場合等には、実習認定の取消しが行われることになりますので、常に法
令等の基準を満たして技能実習を適正に行わせる必要があります。
　また、技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号及び第3号の区分を設けて認定を受けること
とされており、特に第3号技能実習計画に関しては、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき
⾼い⽔準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」（法第9条第10号）が認定の基準
となります。
　第2号技能実習及び第3号技能実習を行うためには移行対象職種・作業であることが必要です。
　なお、複数職種・作業による技能実習、複数法人による技能実習が可能となっています。
　認定申請は、機構の地方事務所・⽀所の認定課に行います。

（3）実習実施者の届出制
　実習実施者が技能実習を開始したときには、遅滞なく届け出なければなりません。
　この届出は、機構の地方事務所・⽀所の認定課に行います。

（4）監理団体の許可制
　監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととされ、監理団体として満
たさなければならない要件が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。
　ただし、許可を受けた場合であっても、その後、許可の基準を満たさなくなった場合には、監理事業の
全部又は一部の停止や、監理事業の許可の取消しが行われることになりますので、常に法令等の基準を満

技能実習法令のポイント2

外国人技能実習適正実施マニュアル

2
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たして監理事業を適正に行う必要があります。
　なお、監理団体の許可には、一般監理事業の許可と特定監理事業の許可の2区分があり、一般監理事
業の許可を受ければ第1号から第3号までの全ての段階の技能実習に係る監理事業を行うことができ、特
定監理事業の許可を受ければ第1号技能実習及び第2号技能実習に係る監理事業を行うことができます。
　この許可申請は、機構の本部事務所の審査課に行います。最終的な許否の判断は主務大臣が行います。

（5）技能実習生の保護
　技能実習生の保護のため、技能実習の強制、違約金設定、旅券又は在留カードの保管等に対する禁止
規定を法に定めるほか、これに違反した場合の罰則に関する規定を定めています。
　また、実習実施者又は監理団体の法令違反があった場合に、技能実習生が当該事実を出入国在留管理
庁⻑官及び厚生労働大臣に通報・申告することができることとし、技能実習生からの相談に応じる体制を
整備しています。
　さらに、人権侵害行為を受けた技能実習生が引き続き技能実習を継続することができるよう、機構にお
いて転籍を⽀援する体制も整備しています。

（6）二国間取決めに基づく送出国による送出機関の認定
1）送出機関の定義
　技能実習生の募集・選抜を行う機関、技能実習生を推薦する機関、渡航前に事前講習を行う機関
など、本邦外において、技能実習の準備に関与する外国の機関は、監理団体に対して求職の申込み
を取り次ぐか否かで、「外国の送出機関」と「外国の準備機関」の2つに分けられています。
　外国の送出機関は、技能実習生が国籍又は住所を有する国又は地域の所属機関や団体監理型技
能実習生になろうとする者からの団体監理型技能実習に係る求職の申込みを本邦の監理団体に取り
次ぐ者をいいます。
　他方、外国の準備機関とは、技能実習生になろうとする者の外国における準備に関与する外国の
機関をいい、例えば、外国で技能実習生になろうとする者が所属していた会社や、技能実習生になろ
うとする者を広く対象とするような⽇本語学校を経営する法人、旅券や査証の取得代行手続を行う者
等が含まれます。

2）送出機関の適正化
　技能実習生の選抜には、現地の事情に精通している送出機関が重要な役割を担っていますが、そ
の一方で、これまで、失踪防止等を名目として、技能実習生本人やその家族等から保証金の徴収等
をしている不適正な送出機関や、制度の趣旨・目的を理解せず、技能実習を単なる出稼ぎと捉えて
技能実習生の募集を行う送出機関の存在が指摘されているところであり、技能実習制度の適正な運
用のためには、送出機関の規制強化等の適正化を図ることが求められています。
　このような状況を受け、技能実習法では、監理団体の許可に当たって、技能実習生になろうとする
者からの求職の申込みを取り次ぐ外国の送出機関について、規則第25条で定められる要件に適合す
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8）不法就労者の雇用の禁止（入管法第73条の2）
　外国人に不法就労活動をさせた者、あっせんした者等には3年以下の懲役若しくは300万円以
下の罰金等の罰則があります。
　（外国人を雇用しようとする際に､ 当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとして
も、在留カードを確認していない等の過失がある場合には､ 処罰を免れません。）

※　現在､ 在留カード等の IC チップ内に保存されている身分事項や顔写真等の情報を読み取
ることができる「在留カード等読取アプリケーション」を無料配布中です。このアプリを
使うと､ 読み取った情報と､ 券面に記載された情報を見比べることで､ 偽変造されていな
いかを簡単に確認することができます。

第 1 章　
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（1）監理団体の業務の実施（法第39条、規則第52条）
1）監査
　監査は、監理責任者の指揮の下で、次に掲げる方法により、3か月に1回以上の頻度で、実習実
施者に対し適切に行うことが必要です。監査を行った場合には、監査を行った⽇から2か月以内に、
監査報告書により、その結果を対象の実習実施者の住所地を管轄する機構の地方事務所・⽀所の
指導課に報告しなければなりません。
※　監理責任者は監理団体が行う監理事業の統括責任者です。そのため、監査に当たっては、監

理責任者が自らの指揮の下、監査の実務を担当する監理団体の役職員とともに適切に行う必要
があります（当然のことながら、監査は監理団体が行う監理事業の根幹業務ですので、外部に
委託することはできません。）。

①　監査の方法

イ　技能実習の実施状況を実地に確認すること

ロ　技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること

ハ　技能実習生の4分の1以上と面談すること

ニ　実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を確認すること

ホ　技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

②　監査の内容
実習実施者に対する定期監査においては、技能実習の運用上問題が生じやすい部分を重点的に

確認することが必要です。
　運用上問題が生じやすい部分として、例えば、割増賃金の不払、労働時間の偽装、技能実習計
画とは異なる作業への従事、実習実施者以外の事業者での作業従事、不法就労者の雇用、入国後
講習期間中の業務への従事などが、過去の不正行為事例として多く認められています。
　技能実習計画に従って技能実習を行わせていない事実、出入国・労働関係法令に違反する事実
があれば、適切に指導を行わなければなりません。

監理団体の留意事項1
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③　技能実習生との面談
　1回の監査につき技能実習生の4分の1以上と面談しなければなりません。年4回の監査によっ
てできる限り全ての技能実習生と面談することが望まれます。
　※　技能実習生が2人以上4人以下の場合には、2人以上と面談する必要があります。

④　事業所の設備・帳簿書類の確認
　　事業所の設備・帳簿書類の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要です。

イ　技能実習計画に記載された機械、器具等の設備を用いて、安全衛生面に配慮して、技能実
習計画に記載されたとおりに技能実習が行われていること

ロ　賃金台帳、タイムカードなどから確認できる技能実習生に対して⽀払われた報酬や労働時
間が技能実習計画に記載された内容と合致していること

ハ　技能実習生に対する業務内容・指導内容を記録した⽇誌から、技能実習生が技能実習計画
に記載された業務を行っていること

⑤　宿泊施設等の生活環境の確認
　宿泊施設等の生活環境の確認に当たっては、例えば以下のような点に留意することが必要で
す。
イ　宿泊施設の衛生状況が良好であるか
ロ　宿泊施設の1部屋当たりの実習生数が何名となっているか
ハ　不当に私生活の自由が制限されていないか

※　監査において実習実施者の不正を見抜く努力や工夫も求められます。
（例）

・　監査に当たる監理団体職員のレベルアップを図るため、法令や職種等への理解を深める研
修を実施する。

・　抜き打ちでの監査も混ぜる。
・　監査結果の組織的なチェック体制を構築する。
・　実習生との信頼関係を醸成し、事実関係を正確に把握できること。

2）臨時監査
　3か月に1回以上の頻度で行う監査のほか、実習実施者が法第16条第1項各号（実習認定の取消
し事由）のいずれかに該当する疑いがあると監理団体が認めた場合には、直ちに臨時の監査を行
うことが必要となります。
　この臨時の監査については、実習実施者が技能実習生に対して暴力等の人権侵害行為を行って
いたり、実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせていないなどの情報を得たときはもと
より、実習実施者が不法就労者を雇用しているなど出入国関係法令に違反している疑いがあると
の情報を得たとき、実習実施者が技能実習生の労働災害を発生させたなど労働関係法令に違反し
ている疑いがあるとの情報を得たときなどにも行うことが求められます。　　

外国人技能実習適正実施マニュアル
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3）訪問指導
　訪問指導とは、第 1 号技能実習の場合に、監査とは別に、監理責任者の指揮の下に、1 か月に
つき少なくとも 1 回以上、監理団体の役職員が実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に
確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指
導を行うことです。
　訪問指導を行った場合は、指導の内容を記録した訪問指導記録書を作成し、事業所に備え付け
なければなりません。また、この訪問指導の書類の写しは、事業報告書に添付し、年に 1 度、機
構の本部事務所の審査課に提出しなければなりません。

4）制度趣旨に反した方法での勧誘等
　制度の趣旨に反して技能実習を労働力の需給の調整の手段であると誤認させるような方法で、
実習実施者の勧誘又は監理事業の紹介をすることを禁止しています。
　例えば、監理団体がそのホームページやパンフレット等で、技能実習生の受入れが人手不足対
策になるといったような宣伝や広告を出すことは不適切な勧誘や紹介となります。

5）外国の送出機関との契約内容
　監理団体は、外国の送出機関が保証金、違約金の徴収を行うような契約を結んでいないことに
ついて確認し、その旨を外国の送出機関との取次に係る契約書に記載しなければなりません。
　これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関はふさわしくな
いため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記するこ
とを求めるものです。

　外国の送出機関との間で団体監理型技能実習の申込みの取次に係る契約を締結するときは、外
国の送出機関が、団体監理型技能実習生等の本邦への送出に関連して、団体監理型技能実習生等
又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他団体監理型技能実習生等と社会生活において密
接な関係を有する者の金銭その他の財産を管理せず、かつ、団体監理型技能実習に係る契約の不
履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をしな
いことを確認し、その旨を契約書に記載することが必要です。

　監理団体と取次送出機関との間で、技能実習生が失踪した場合など技能実習に係る契約の不履
行について、違約金（名称はこれに限定されません。）を定める契約を結ぶことも認められません。
　これは、技能実習生等から保証金、違約金の徴収を行うような外国の送出機関はふさわしくな
いため、そのことを監理団体においても確認し、外国の送出機関との契約書において明記するこ
とを求めるものです。
　監理団体自らが外国の送出機関と、技能実習に係る契約の不履行についての違約金契約やキッ
クバックなどの不当な利益を得る契約を締結している場合には、監理許可が取り消されることが
ありますので、外国の送出機関と契約を締結する際には、相手任せにせず、確実に契約内容を確
認してください。

第 1 章　
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6）入国後講習の実施
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